
重要事項説明書・福寿荘・短期 

 - 1 - 

指定短期入所生活介護事業所福寿荘 重要事項説明書 

 

   当施設はご契約者に対して、指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意 いただきたい事を次のとおり説明します。 
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１．事業者の概要 

 

（１）法人名      社会福祉法人戸川会 

 

（２）法人所在     山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺１３０７―１ 

 

（３）代表者      理事長 依 田  忠 

 

（４）電話番号     ０５５６－２２－７５３１ 

 

２．ご利用施設 

 

（１）施設名      指定短期入所生活介護事業所 福寿荘 

 

（２）施設所在地他   山梨県南巨摩郡富士川町小室１２４１番地 

 

（３）施設長氏名    秋山 義宏 

 

（４）電話番号     ０５５６－２２－５５０１ 

 

（５）ＦＡＸ番号    ０５５６－２２－５８１５ 

 

３．ご利用施設であわせて実施する事業 

 

事業の種類 
山梨県知事の指定 

利用定員 

市町村基準該当

サービス 
指定年月日 指定番号 

介護老人福祉施設 平成１２年 ４月 １日 1970700025 ５４名 非該当 

短期入所生活介護 平成１１年１０月 １日 1970700025 
４名 非該当 

介護予防短期入所生活介護 平成１８年 ４月 １日 1970700025 

 

４．施設の目的と運営の方針 

（施設の目的） 指定短期入所生活介護事業所は、施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅にお 

        ける生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援助、社会生

活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世

話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるように支援することを目的とする。 
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 （施設の運営方針） 「ゆずの里」の住人として恵まれた自然を背景に、快適な生活環境の中で入所

者、家族、職員とより良い人間関係により、真に暖かい安らぎの場となるよう

に家庭的な雰囲気のもと、援助者であることを念頭に処遇を充実し、安心して

生活出来るように努めます。 

           １ 入所者への自立支援 

             入所者の意思及び人格を尊重し、個人の自立と自己実現を支援します。 

           ２ サービス内容の充実 

             入所者の多岐にわたるニーズへ対応する専門的な知識、技術の取得、豊か

な感性の心を備えて、入所者の信頼と納得の得られる質の高いサービスを

目指します。 

           ３ 地域福祉活動の拠点 

             行政、サービス事業者等との連携と協調により、地域や家庭との結び付き                

を重視し、地域福祉活動の拠点となるいろいろな活動に貢献します。 

 

５．施設の概要 

  

敷     地 ４,９３７．５０㎡ 

建 物 

構     造 鉄筋コンクリート２階建 

延 床 面 積 １,８４５．２７㎡ 

利 用 定 員 ５４名 

 

（１）居 室 

  

居室の種類 室  数 面  積 １人あたりの面積 

２人部屋 ３室・２室（短期入所） ５４㎡・３６㎡（短期入所） ９．００㎡ 

４人部屋 １２室 ３９６㎡ ８．２５㎡ 

 

（２）主な設備 

  

設備の種類 数 面    積 備     考 

食   堂 １室 ４９．５０㎡ 
 

機能訓練室 １室 ３２．３３㎡ 

電磁式熱療法装置、マイクロ波治療器 

電位治療器、干渉低周波治療器 

電熱式ホットパック その他多種 
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設備の種類 数 面    積 備     考 

一般浴室 １室 ３６．９２㎡ 
 

機械浴室 １室 ６８．１７㎡ 
 

医務室・静養室 １室 ３３．００㎡ 
 

洗面所・手洗所 
 １階 1箇所 

 ２階 1箇所 
１６．５０㎡ 

 

便    所 
 １階 ２箇所 

 ２階 ２箇所 

  ３０．６６㎡ 

 ４４．７５㎡ 

身障害者用他 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている施

設・設備です。 

※冷暖房完備。 

 

６．職員体制 

従業員の職種 員数 

区分 

保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施 設 長 １ １    有 

医   師 ２    ２ 有 

事 務 員 １ １     

生活相談員 ２ １ １   社会福祉主事等 

看護職員 ４ ２ １ １  有 

介護職員 ２３ １７  ６  有 

管理栄養士 １ １    有 

機能訓練指導員（再掲） １  １    

介護支援専門員 １  １   有 

そ の 他 ３   ３   
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７．主な職種の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 

施 設 長 日勤  ８：３０～１７：３０ 

医師 内 科 医（嘱託）    

精神科医（嘱託） 

毎週   月曜日等    １４：００～１６：００ 

毎月   指定曜日２回  １３：３０～１４：３０ 

生活相談員 日勤  ８：３０～１７：３０   ９：００～１８：００ 

看 護 職 員 
早番  ８：００～１７：００  

日勤  ９：００～１８：００ 

介 護 職 員 

早番  ７：００～１６：００   ７：３０～１６：３０ 

８：００～１７：００ 

日勤  ９：００～１８：００ 

遅番  ９：３０～１８：３０   １０：００～１９：００ 

夜勤 １６：００～ ９：４５   ２３：３０～９：００ 

管 理 栄 養 士 日勤  ９：００～１８：００ 

機能訓練指導員（兼務） 

理学療法士（嘱託） 

日勤  ８：３０～１７：３０   ９：００～１８：００ 

毎月  ２回 １４：００～１５：３０ 

介護支援専門員（兼務） 日勤  ８：３０～１７：３０   ９：００～１８：００ 

 

８．施設サービスの概要と利用料 

（１）介護保険の基準サービス 

①食 事 

・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

・栄養士の立てる献立により、栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間） 

朝食 ８：００～ ９：００ 昼食 １２：００～１３：００ 夕食 １７：３０～１８：３０ 

②排 泄 

・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行いま

す。 

③入 浴 

・入浴または清拭を週２回以上行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴できます。 

④離床、着替え、整容等 

・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、朝夕着替えを行えるように配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は週１回、寝具の消毒は随時行います。 

⑤機能訓練 

・機能訓練指導員により理学療法士の指示のもと、入所者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機
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能の低下防止するように努めます。 

⑥娯楽等 

・当施設では、潤いある変化に富んだ生活を送っていただくために、レクリェーション、クラブ活動

の援助をします。 

 

＜サービス利用料金 ＞ 

・下記の料金表によって、利用者の要介護度及び負担割合に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた(１割又は２割、３割負担)と食費及び居住費の合計金額をお支払いください。(サービ

スの料金は、利用者の要介護度及び負担割合に応じて異なります。) 

 

①基本サービス費 

（１割負担者・１日あたり） 

１.利用者の要介護度
とサービス料金 

要介護度１ 

６，０３０円 

要介護度２ 

６，７２０円 

要介護度３ 

７，４５０円 

要介護度４ 

８，１５０円 

要介護度５ 

８，８４０円 

２.うち保険から ５，４２７円 ６，０４８円 ６，７０５円 ７，３３５円 ７，９５６円 

サービス利用に係わ
る自己負担 
(１－２) 

６０３円 ６７２円 ７４５円 ８１５円 ８８４円 

 

（２割負担者・１日あたり） 

１.利用者の要介護度
とサービス料金 

要介護度１ 

１２，０４０円 

要介護度２ 

１３，４４０円 

要介護度３ 

１４，９００円 

要介護度４ 

１６，３００円 

要介護度５ 

１７，６８０円 

２.うち保険から １０，８３６円 １２，０９６円 １３，４１０円 １４，６７０円 １５，９１２円 

サービス利用に係わ
る自己負担 
(１－２) 

１，２０４円 １，３４４円 １，４９０円 １，６３０円 １，７６８円 

 

（３割負担者・１日あたり） 

１.利用者の要介護度
とサービス料金 

要介護度１ 

１８，０９０円 

要介護度２ 

２０，１６０円 

要介護度３ 

２２，３５０円 

要介護度４ 

２４，４５０円 

要介護度５ 

２６，５２０円 

２.うち保険から １６，２８１円 １８，１４４円 ２０，１１５円 ２２，００５円 ２３，８６８円 

サービス利用に係わ
る自己負担 
(１－２) 

１，８０９円 ２，０１６円 ２，２３５円 ２，４４５円 ２，６２２円 

☆利用者がいまだ要介護認定を受けていない又は介護保険分限度額認定を受けていない場合には、サー

ビス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護認定を受けた後、自己負担分を

除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていな

い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要とな

る事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
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☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。 

 

②食 費 

・食費とは、食材料費＋調理費に相当します。 

・食費のご負担は１食毎となっております。但し、特定入所者介護サービス対象者については、負担上

限額があります。 

・１食あたりの食費は、次のとおりです。なお、昼食にはおやつ代が含まれます。 

ア）特定入所者介護サービス費対象者   

 

 

イ）４段階対象者            

   

         

・食費の負担額上限については、次の通りとなっています。 

 

・入所退所の日においては、実際に摂った食ごとの料金とします。 

・入所退所時間の変更に伴う、食事のキャンセルについては、下記の時間までにご連絡下さい。連絡が

なき場合は、食費のご負担をお願いします。 

  

 

 

 

☆食事の追加に関しては、連絡の上、ご相談下さい。 

 

③滞在費 

･滞在費とは、利用者の滞在に要する費用です。報酬類型は、多床型となります。滞在費として光熱水

費及び室料が対象となります。 

・光熱水費には、食事調理に要する光熱水費も含まれます。 

・特定入所者介護サービス費対象(介護保険法第５１条の２第１項で定められた者)となる利用者の自己

負担額については次の通りです。 

朝食（３７２円） 昼食（５５１円） 夕食（５２２円） 計：１，４４５円 

朝食（４２０円） 昼食（６２０円） 夕食（５６０円） 計：１，６００円 

負担段階 金額 基準 

第１段階 ３００円 老齢福祉年金受給者等 

第２段階 ６００円 市町村民税世帯非課税者等・年収が８０万円／年以下 

第３段階① １，０００円 市町村民税世帯非課税者等・年収が８０万円／年超１２０万円以下 

第３段階② １，３００円 市町村民税世帯非課税者等・年収が１２０万円／年超 

第４段階 １，６００円 市町村民税課税世帯者・上記１～３段階に該当しない人 

朝食のキャンセル 前日の１８：００までにご連絡下さい 

昼食のキャンセル 当日の ９：３０までにご連絡下さい 

夕食のキャンセル 当日の１４：００までにご連絡下さい 

負担段階 金額 基準 

第１段階   ０円 老齢福祉年金受給者等 

第２段階 ４３０円 市町村民税世帯非課税者等・年収が８０万円／年以下 

第３段階① ４３０円 市町村民税世帯非課税者等・年収が８０万円／年超１２０万円以下 
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（２）その他介護給付費サービス加算 

加  算 内    容 
利用者 

負担額 

サービス提供体

制強化加算 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が 8
割以上または、介護職員の総数のうち、勤続年
数 10 年以上の介護福祉士の割合が 3 割 5 分以
上配置した場合 

２２円 ４４円 ６６円 

夜間職員配置 

加算（Ⅰ） 

所定の配置数より１名以上の夜勤職員を配置
した場合 １３円 ２６円 ３９円 

療養食加算 
療養食を提供した場合加算されます（１回につ

き） 
８円 １６円 ２４円 

介護職員等処遇

改善加算Ⅰ 

所定の単位数にサービス別加算率（14.0％）を

乗じた単位数を加算されます 
 

送迎加算 
居宅と当施設との間の送迎を行った場合、片道

につき右記金額が加算されます 
１８４円 ３６８円 ５５２円 

緊急短期入所受

入加算 

居宅サービス計画において計画的にショート

ステイ利用を行うこととなっていない場合に

緊急にショートステイを利用された場合に７

日を限度として加算されます 

９０円 

（７日を限度） 

１８０円 

（７日を限度） 

２７０円 

（７日を限度） 

若年性認知症利用

者受入加算 

若年性認知症利用者に対してサービスを提供

した場合に加算されます。 
１２０円 ２４０円 ３６０円 

認知症行動・心理

症状緊急 

対応加算 

利用者に認知症の行動心理症状が認められ、緊

急にサービスの利用が必要であると医師が判

断した場合に７日を限度として加算されます。 

２００円 

（７日を限度） 

４００円 

（７日を限度） 

６００円 

（７日を限度） 

長期利用者に対

する減算 

居宅に戻ることなく、自費利用を挟み当施設に

連続して３０日を超えて利用されている場合、

連続３０日を超えた日から減算されます 

基本サービスから１日につき３０円減算 

※上記加算については、該当者のみ加算されるものがあります。 

 

 (２)介護保険の基準外サービス 

 

＜サービス利用料金 ＞ 

☆以下のサービスは、利用料金の金額が利用者の負担となります。 

①理美容 

 ・毎月２回の出張による理美容サービスをご利用いただけます。 

   料金：１回あたり 実費をご負担いただきます（例．カット ２，２００円／回） 

 

②.レクリェーション、クラブ活動 

 ・利用者の希望によりレクリェーション、クラブ活動に参加していただくことができます。 

第３段階② ４３０円 市町村民税世帯非課税者等・年収が１２０万円／年超 

第４段階 ９１５円 市町村民税課税世帯者・上記１～３段階に該当しない人 
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③日用品費 

 ・日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただくことが適当であ

るものにかかる費用は負担となります。 

④移送に要する費用 

・利用者の通院や入院時の移送サービスを行います。(通常の実施地域を越えた場合)  

  料金：キロ  ３０円 

・本人の希望による協力医療機関以外の通院等 

⑤電気料等  

・利用者の持込品等の電気料相当額（例、個人専用のテレビ、ラジオ、電気アンカ、電気毛布等） 

  自己負担額：別紙その他日常生活費等利用申し込み徴収同意書のとおり（リース代は無料） 

⑥付き添い人件費 

 ・受診時等の付き添いにて、人件費とし１回につき１，０００円費用がかかります。 

⑦特別な食事 

・通常のメニューのほかに、利用者の希望による特別食をご用意いたします。 

⑧その他 

・日常生活にかかわる費用等は別途実費相当分等をお支払いいただきます。 

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。そ

の場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金の支払い方法 

 前記（１）、（２）の料金・費用は、原則指定口座からの自動振替とさせて頂きます。利用料は、利用

月末締めで指定口座から翌月の２０日に自動振替となります。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

 ○利用予定期間の前に、利用者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、も

しくは新たなサービスの追加することができます。この場合にはサービスの実施予定日前日までに

事業者に申出てください。 

 ○サービス利用の変更・追加の申出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサー

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 ○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合すでに

実施されたサービスに係わる利用料金はお支払いいただきます。 

 

９．相談・苦情の受付について 

 当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、相談、苦情がございましたら、当施設ご利用相談室

（担当：生活相談員 佐藤 幸人）までお気軽にご相談ください。相談・苦情に関する問い合わせは

次の通りです。 

①受付時間 
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 午前９時００分から午後５時００分 

②施設の住所及び電話番号 

 〒400-0512 山梨県南巨摩郡富士川町小室１２４１番地 

 （ＴＥＬ）０５５６－２２－５５０１    （ＦＡＸ）０５５６－２２－５８１５ 

③相談・苦情解決責任者 

 特別養護老人ホーム福寿荘  施設長：秋山義宏 

④相談・苦情受付担当者 

 特別養護老人ホーム福寿荘  生活相談員：佐藤幸人   

⑤第三者委員 

（戸川会監事）：〒400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 716   樋口 昇 ＴＥＬ：0556-22-1838 

（戸川会監事）：〒400-0503 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 1233-1  深澤健夫 ＴＥＬ：0556-22-1477 

⑥相談・苦情解決方法 

Ⅰ．相談・苦情の受付 

 相談・苦情は電話、面接、書面等により相談・苦情受付担当者（以下は担当者とする）が随時受け付

けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

Ⅱ．相談・苦情受付の報告・確認 

 担当者が受け付けた内容を相談・苦情解決責任者と第三者委員会（第三者委員会への報告は相談・苦

情申出人が希望した場合）に報告します。 

Ⅲ．苦情解決のための話し合い 

 相談・苦情解決責任者は、申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、申出人は第三

者委員の助言や立会いを求めることができます。 

Ⅳ．本法人で解決できない相談・苦情は行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。 

 

 

10．事故発生時の対応 

 事故発生に対しては未然に発生しないように対応しています。万が一の事故が発生した場合は、速や

かに入所者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

富士川町福祉保健課 

所在地： 山梨県南巨摩郡富士川町長沢 2347-2 

電話 ： ０５５６－２２－７２０７ 

ＦＡＸ： ０５５６－２２－２７６１ 

受付時間：９：００～１７：１５ 

山梨県運営適正化委員会 

所在地： 甲府市北新１－１２－１山梨県福祉プラザ４階 

電話 ： ０５５－２２０－３０３０ 

ＦＡＸ： ０５５－２５４－８６１４ 

山梨県国民健康保険団体連合会 

所在地： 山梨県甲府市蓬沢 1-15-35（自治会館内） 

電話 ： ０５５－２２３－２１１１ 

ＦＡＸ： ０５５－２３３－１２０４ 

受付時間：９：００～１７：００ 
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11．協力医療機関 

医療機関の名称 医院長名 所在地 電話番号 診療科 入院設備 

峡南病院 小川伸一郎 富士川町鰍沢 1806番地 0556-22-4411 
内科、外科、

循環器科他 
４０床 

富士川病院 渡邉義孝 
南巨摩郡富士川町鰍沢

340-1 
0556-22-3135 

内科・外科 

整形外科他 
158床 

 

12．協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医院長名 所在地 電話番号 

早川歯科医院 早川 進 南巨摩郡富士川町鰍沢 706 0556-220526 

 

13．非常災害時の対策 

災害時の対策 別途定める福寿荘消防計画に則り対策を行います。 

近隣との協力関係 
富士川町消防団及び小室区との近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を

協定しています。 

平常時の訓練 
別途定める福寿荘消防計画に則り、年２回夜間及び昼間を想定した避難訓練を

入所者の方も参加して実施します。 

防災設備 

・スプリンクラー‥‥あり ・室内消火栓‥‥3箇所 防火扉‥‥1箇所 

・非常階段‥‥２箇所 ・非常通報装置‥‥あり  ・非常電源‥あり 

・誘導等 ‥‥12箇所 ・自動通報装置‥‥あり  ・ガス漏れ報知器‥あり 

・カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 

 

14．当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

来 所・面 会 

面会時間 １０：００～１１：３０・１４：３０～１６：００ 完全予約制

（面会日の２日前） 

来訪者は面会時間を遵守し、必ず感染予防対策を行い、名簿に記入してくだ

さい。 

外   出 

外出時の際は必ず行き先と帰宅時間を職員に申出てください。 

 

居室・設備・器具の

利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあ

ります。 

災害時の対策 別途定める福寿荘消防計画に則り対策を行います。 

消防計画等 
峡南広域行政組合消防本部への届出日   平成２９年 ６月 ５日 

防火管理者 佐藤 幸人 
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喫 煙・飲 酒 

喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。 

飲酒は原則的にできません。 

迷惑行為等 

騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、やみくもに他

の入所者の居室等に立ち入らないでください。 

所持品の管理 

入所時に物品調書に記入し、管理把握をします。 

現金等の管理 

自己責任において管理する場合は、紛失等による責任は負いません。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮くださ

い。 

動 物 飼 育 

施設内でのペットの持込及び飼育はお断りします。 

 


